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議第２５２号  

徳島東部都市計画用途地域及び特別用途地区の変更について（徳島市決定） 

 

 

 

 

 徳島東部都市計画用途地域及び特別用途地区を次のように変更する。 
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徳島東部都市計画　用途地域の変更（徳島市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

種類 面積
建築物の
容積率

建築物の
建蔽率

外壁の後
退距離の

限度

建築物の
敷地面積

の
最低限度

建築物の
高さの
限度

その他
及び
備考

第一種低層
住居専用地域

約148ha 10/10以下 6/10以下 － － 10ｍ 3.7%

第二種低層
住居専用地域

約7.5ha 10/10以下 6/10以下 － － 10ｍ 0.2%

第一種中高層
住居専用地域

約497ha 20/10以下 6/10以下 － － － 12.6%

第二種中高層
住居専用地域

約165ha 20/10以下 6/10以下 － － － 4.2%

約1,646ha 20/10以下 6/10以下 － － － 41.7%

約21ha 30/10以下 6/10以下 － － － 0.5%

小計 約1,667ha 42.2%

約36ha 20/10以下 6/10以下 － － － 0.9%

約23ha 30/10以下 6/10以下 － － － 0.6%

小計 約59ha 1.5%

準住居地域 約19ha 20/10以下 6/10以下 － － － 0.5%

約146ha 20/10以下 8/10以下 － － － 3.7%

約34ha 30/10以下 8/10以下 － － － 0.9%

小計 約180ha 4.6%

約297ha 40/10以下 － － － － 7.5%

約36ha 60/10以下 － － － － 0.9%

小計 約333ha 8.4%

準工業地域 約466ha 20/10以下 6/10以下 － － － 11.8%

工業地域 約191ha 20/10以下 6/10以下 － － － 4.8%

工業専用地域 約217ha 20/10以下 6/10以下 － － － 5.5%

合計 約3,950ha 100%

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」
理由　別紙のとおり

商業地域

近隣商業地域

第二種住居地域

第一種住居地域
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徳島東部都市計画　用途地域の変更前後対照表（徳島市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

（　　）：変更前

種類 面積
建築物の
容積率

建築物の
建蔽率

外壁の後
退距離の

限度

建築物の
敷地面積

の
最低限度

建築物の
高さの
限度

その他
及び
備考

約148ha 3.7%

（約148ha） （3.7%）

約7.5ha 0.2%

（約7.5ha） （0.2%）

約497ha 12.6%

（約497ha） （12.6%）

約165ha 4.2%

（約178ha） （4.5%）

約1,646ha 41.7%

（約1,633ha） （41.3%）

約21ha 0.5%

（約21ha） （0.5%）

約1,667ha 42.2%

（約1,654ha） （41.9%）

約36ha 0.9%

（約36ha） （0.9%）

約23ha 0.6%

（約23ha） （0.6%）

約59ha 1.5%

（約59ha） （1.5%）

約19ha 0.5%

（約19ha） （0.5%）

約146ha 3.7%

（約146ha） （3.7%）

約34ha 0.9%

（約34ha） （0.9%）

約180ha 4.6%

（約180ha） （4.6%）

約297ha 7.5%

（約297ha） （7.5%）

約36ha 0.9%

（約36ha） （0.9%）

約333ha 8.4%

（約333ha） （8.4%）

約466ha 11.8%

（約462ha） （11.7%）

約191ha 4.8%

（約191ha） （4.8%）

約217ha 5.5%

（約221ha） （5.6%）

約3,950ha （100%）

（約3,950ha） （100%）

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」
理由　別紙のとおり

6/10以下

60/10以下

小計

準工業地域

工業地域

8/10以下

－

40/10以下

30/10以下

－ －

－ －

30/10以下

8/10以下

－

6/10以下

－

－ －

－

20/10以下

30/10以下

20/10以下

20/10以下

6/10以下

6/10以下

6/10以下

6/10以下

6/10以下

－

－

－

－

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－

－

－

－ －

－

－

－

6/10以下 10ｍ

10ｍ

－

－6/10以下

－

－

－

－ －

第一種低層
住居専用地域

第二種低層
住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

第一種住居地域

10/10以下

10/10以下

20/10以下

20/10以下

20/10以下

小計

小計

近隣商業地域

小計

第二種住居地域

準住居地域

合計

商業地域

－ － －

－ － －

6/10以下工業専用地域

6/10以下

6/10以下

－

20/10以下

20/10以下

20/10以下
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徳島市都市計画審議会条例 

昭和44年12月25日 

条例第58号 

改正 昭和52年6月30日条例第26号 

平成12年3月31日条例第23号 

平成21年3月26日条例第2号 

令和3年3月26日条例第1号 

令和3年6月30日条例第21号 

（目的） 

第1条 この条例は，都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の2第3項の規定に

基づき，徳島市都市計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

（全部改正〔平成12年条例23号〕） 

（組織） 

第2条 審議会は，次に掲げる者につき，市長が任命又は委嘱する委員をもって組織

する。 

(1) 学識経験のある者 5人以内 

(2) 本市議会の議員 ５人以内 

2 市長は，前項に規定する者のほか，次に掲げる者のうちから，審議会を組織する

委員を任命又は委嘱することができる。 

(1) 関係行政機関の職員 3人以内 

(2) 本市の住民 1人 

3 第1項第1号並びに前項第1号及び第2号につき任命又は委嘱される委員の任期は，

2年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任

期間とする。 

4 委員は，再任されることができる。 

（一部改正〔平成12年条例23号・令和3年条例21号〕） 

（臨時委員及び専門委員） 

第3条 審議会に，特別の事項を調査審議させるため必要があるときは，臨時委員若

干人を置くことができる。 

2 審議会に，専門の事項を調査させるため必要があるときは，専門委員を若干人置

くことができる。 

3 臨時委員及び専門委員は，市長が任命又は委嘱する。 

4 臨時委員は，当該特別の事項に関する審議が終了したとき，専門委員は当該専門

の事項に関する調査が終了したときは，解任されるものとする。 
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（一部改正〔平成12年条例23号〕） 

（会長） 

第4条 審議会に，会長及び副会長を置き，第2条第1項第1号に掲げる者につき任命又

は委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。 

2 会長は，会務を総理する。 

3 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その

職務を代理する。 

（一部改正〔平成12年条例23号・令和3年条例21号〕） 

（議事） 

第5条 審議会の会議は，会長が招集する。 

2 審議会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会

議を開くことができない。 

3 審議会の議事は，出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し，

可否同数のときは会長の決するところによる。 

（一部改正〔平成12年条例23号・令和3年条例21号〕） 

（書面による審議） 

第6条 前条第2項の規定にかかわらず，会長は，重大な感染症のまん延防止措置の観

点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難である

と認める場合において，必要があると認めるときは，書面による審議を行うことが

できる。 

2 前条第3項の規定にかかわらず，書面による審議における審議会の議事は，委員及

び議事に関係のある臨時委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で，当該

参加した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し，可否同数のときは，

会長の決するところによる。 

（追加〔令和3年条例21号〕） 

（幹事） 

第7条 審議会に，幹事若干人を置く。 

2 幹事は，本市職員のうちから市長が任命する。 

3 幹事は，会長の命を受け会務を処理する。 

（一部改正〔平成12年条例23号〕） 

（庶務） 

第8条 審議会の庶務は，企画政策部において処理する。 

（追加〔平成12年条例23号〕，一部改正〔平成21年条例2号・令和3年1号〕） 
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（委任） 

第9条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，市長が定

める。 

（一部改正〔昭和52年条例26号〕） 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は，公布の日から施行する。 

（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年徳島市条例第3

号）の一部を次のように改正する。 

（「次のよう」は省略） 

附 則（昭和52年6月30日条例第26号抄） 

（施行期日） 

1 この条例は，昭和52年7月1日から施行する。 

附 則（平成12年3月31日条例第23号） 

この条例は，平成12年4月1日から施行する。 

附 則（平成21年3月26日条例第2号抄） 

（施行期日） 

1 この条例は，平成21年4月1日から施行する。 

附 則（令和3年3月26日条例第1号抄） 

（施行期日） 

1 この条例は，令和3年4月1日から施行する。 

附 則（令和3年6月30日条例第21号） 

（施行期日） 

1 この条例は，令和3年6月30日から施行する。 
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徳島市都市計画審議会運営要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、徳島市都市計画審議会条例（昭和４４年徳島市条例第５８号。

以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、徳島市都市計画審議会（以下「審

議会」という。）の運営について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （会議の招集） 

第２条 会長は審議会の会議（以下「会議」という。）を招集する場合には、あらか

じめ審議事項、開催の日時及び場所を定めて開催日の３日前までに委員に通知しな

ければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

 （代理出席） 

第３条 条例第２条第２項第１号に掲げる関係行政機関の職員である委員は、やむを

得ない事情がある場合は、その職務を代理する者を出席させることができる。 

 （議長） 

第４条 会議の議長は、会長をもって充てる。 

 （会議の開閉等） 

第５条 会議の開会、閉会、中止又は休憩は議長が宣告する。 

２ 会議の時間は午前１０時から午後５時までとする。 

３ 議長は必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。 

 （会議の公開） 

第６条 会議は原則として公開するものとする。ただし、徳島市情報公開条例（平成

１９年徳島市条例第１号）第２５条ただし書各号に掲げる場合は、会長は公開の可

否について、審議会に諮って決定するものとする。 

２ 会議の公開に関し必要な事項は、徳島市都市計画審議会公開細則に定める。 

 （議案の宣告） 

第７条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。 

 （議案の説明等） 

第８条 議長は必要があると認めるときは、幹事に議案の朗読をさせ、又は関係職員

に説明を求めることができる。 

 （発言) 

第９条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を得て発言しなければなら

ない。 

２ 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えては

ならない。 

 （質疑、討論及び表決） 

第１０条 議長は、議題についての質疑及び討論が終わったときにおいて、表決を採

ろうとするときは、その議題を宣告するものとする。 

２ 表決の方法は、挙手及び起立の２種とし、いずれの方法を用いるかは議長が定める。 

３ 議長は、表決の結果を宣告する。 
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 （会議録） 

第１１条 議長は、幹事に会議録を作成させ、会議の概要、出席委員の氏名等必要な

事項を記載させるものとする。 

２ 会議録には、議長が会議のはじめに指名した２人の委員が署名しなければならな

い。 

３ 前２項の規定にかかわらず、議長は、条例第６条に規定する書面による審議があ

ったときは、審議会の幹事に当該審議に係る委員の意見を付した報告書を作成させ

るものとする。 

 （雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、審議会に必要な事項は会長が審議会に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この要綱は、昭和４５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年５月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１１月１１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月２９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月３０日から施行する。 
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徳島市都市計画審議会公開細則 

  

（趣旨） 

第１条 この細則は、徳島市都市計画審議会運営要綱第６条第２項の規定に基づき、

徳島市都市計画審議会の会議（以下「会議」という。）の公開に関し、必要な事項

を定める。 

（会議の開催の周知） 

第２条 会議の開催の周知は、徳島市のホームページへの掲載等の方法により行うも

のとする。 

２ 周知の内容は、会議の名称、日時、場所、議題、傍聴申込みの手続及び受付期間

その他必要な事項とする。 

（会議の傍聴） 

第３条 会議の傍聴ができる者は、徳島市情報公開条例第５条第１号から第４号まで

に該当する者のほか、会議の傍聴を必要とする理由を明示して希望する者とする。 

２ 会議の傍聴を希望する者は、前条の規定により周知された手続により申し込むも

のとする。 

３ 傍聴人は、受付期間内に申込みのあった者の中から決定するものとする。 

 （傍聴人の定員） 

第４条 傍聴人の定員は、１０人以内とする。 

２ 傍聴を希望する者が定員を超える場合は、抽選によって傍聴人を決定する。 

 （会議場へ入場できない者） 

第５条 次に該当する者は、傍聴人として会議場へ入場することができない。 

⑴ 銃器その他危険なものを持っている者 

⑵ 酒気を帯びていると認められる者 

⑶ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

⑷ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

⑸ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

  （傍聴人の守るべき事項） 

第６条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 

⑴ 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。  

⑵ 談論し、放歌し、哄笑しその他騒ぎ立てないこと。 

⑶ 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 
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⑸ みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

⑹ 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような  

 行為をしないこと。 

（写真，ビデオ等の撮影及び録音等の禁止） 

第７条 傍聴人は、傍聴席において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてな 

らない。 

（係員の指示） 

第８条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

（傍聴人の退場） 

第９条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。 

⑴ 会長がその会議について非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。 

⑵ 傍聴人が、この細則に定める規定に違反し、是正指導に従わず、会長が退場を命

じたとき。 

（報道関係者の取扱） 

第１０条 徳島市市政記者クラブに加盟する社の記者その他の会長が報道関係者と

認める者（以下「報道関係者」という。）は、第３条及び第４条の規定にかかわら

ず、公開の会議を傍聴することができる。 

２ 第６条から前条までの規定は、報道関係者が会議を傍聴する場合に準用する。た

だし、報道関係者は、第７条の規定にかかわらず、議案の審議に入るまでの間に限

り、写真やビデオ等の撮影、録音等をすることができる。 

（会議録の公表） 

第１１条 会議録の内容は、原則として公表するものとする。ただし、徳島市情報公

開条例第７条各号に掲げる情報については、公表しないものとする。 

  附 則 

 この細則は、平成１６年５月２５日から施行する。 

  附 則 

この細則は、平成２１年１１月１１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和３年６月３０日から施行する。 
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区　　　　　分 氏　　　　　名 役　　　職　　　名 備　考

阿部
あべ

　和英
かずひで

徳島商工会議所会頭

奥嶋
おくしま

  政
まさし

嗣 徳島大学大学院教授

永
なが

本
もと

　能子
よしこ

弁護士

川人
かわひと

　泰博
やすひろ

徳島市農業委員会会長

髙
こう

源
げん

　真由美
まゆみ

建築士

土井
どい

　昭一
しょういち

徳島市議会議員

古田
ふるた

　美知代
みちよ

徳島市議会議員

武知
たけち

　浩之
ひろゆき

徳島市議会議員

井上
いのうえ

　　武
たけし

徳島市議会議員

岡
おか

　　孝治
こうじ

徳島市議会議員

安永
やすなが

　一夫
かずお 国土交通省四国地方整備局

徳島河川国道事務所長

森
もり            　たくま

徳島県県土整備部東部県土整備局長

船本
ふなもと

　佳輝
よしてる

徳島県警察本部交通部長

徳島市都市計画審議会条例
第２条第２項第２号委員

（本市の住民）
島田
しまだ

　和男
かずお

徳島市コミュニティ連絡協議会会長

永戸　彰人 企画政策部長

浦　  聡明 経済部長

森　　久寿 都市建設部長

徳島市都市計画審議会委員名簿

令和6年7月1日

徳島市都市計画審議会条例
第２条第１項第１号委員

（学識経験者）

徳島市都市計画審議会条例
第２条第１項第２号委員

（市議会議員）

徳島市都市計画審議会条例
第２条第２項第１号委員

（関係行政機関）

幹　　　事
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